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町子育て支援センターでは、子育て親子に寄り添いながら親子でふれあい、
子どもとの絆づくりを大切にした活動を行っています。

～ 遊 び に お い で よ ～

★　遊戯室『まんまるーむ』開放　★　：　日曜、祝日を除く午前９時～午後５時

《子育てボランティア・関係各機関（団体）による発表》
＊午前10時30分～11時30分　　【エトランスホール】
◎ 子育て親子を支援する子育てボランティアや各団体
による、読み聞かせや人形劇などの発表です。

　お子さんと一緒に楽しめます。

《専門職による育児相談》　
＊午前 10 時～正午　【保健センター　健診室】
◎保健師による健康・育児相談・身体測定
◎管理栄養士による食の相談、乳幼児食のメニュー紹介
・ お子さんのことやご自身のことで、聞いてみたい
ことがありましたらご質問ください。

《情報の提供》
◎ 町内各幼児施設、関係各機関（団体）の子育て支援
情報の提供
・ ゆうゆう館エントランスホールの情報コーナーに
おいて、最新の情報を提供いたします。

『発表内容』
＊「こころちゃんシアター」－絵本・手あそび　他－
【子育て個人ボランティア「こころちゃんの会」】

＊みなさんと一緒に楽しめる内容【更生保護女性会】
＊人形劇「すわれるかな？」「あおむしのジェンカ」

【おはなしの会「しらゆきひめ」】
＊読み聞かせ｢ブレーメンのおんがくたい～音楽付き～｣

【図書館】

－　詳細はお問合せください。－
【問合せ先】　　保健福祉部こども課　子育て支援センター　　☎０２９－２９１－０９８０（直通）

『茨城町総合福祉センター　「ゆうゆう館」内』

『わいわい発表会』
～たくさんのあたたかい思いに包まれて、親子ふれあいのひとときを…～
日時：３月 14 日（金）　午前 10 時～正午　　　場所：ゆうゆう館　

―　内　容　―

（ボランティアなどによる楽しい発表会）

―　活　動　予　定　―

★　子育て相談・定期相談日　★　＊町保健センター等の関係機関と連携しています。
・日時：　３日（月）、17 日（月）　午前９時 30 分～正午　　【受付場所：子育て支援センター　事務室】

★　読み聞かせ　★－参加自由－　＊子育てボランティアによる読み聞かせを予定しています。
・日時：　５日（水）、19 日（水）　午前 10 時 45 分～ 11 時　　【場　所：遊戯室「まんまるーむ」】

★『ミニ・セミナー』　★－参加自由－
＊親子でふれあって遊んだり、歌をうたったりして楽しい時間を過ごしましょう。
・実施時間：10 分程度　　【場所：遊戯室「まんまるーむ」】　　―　随時実施致します。　―

軽自動車・バイクの廃車、名義変更はお済みですか？
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。
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２
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あ
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車の種類 必要なもの 手続き場所

原動機付自転車
（125cc 以下）
小型特殊自動車
農耕作業車

廃車
ナンバープレート、
標識交付証明書、
印鑑

茨城町総務企画部　税務課
茨城町小堤 1080
☎ 029－292－1111名義

変更
標識交付証明書、
譲渡証明書、印鑑

軽自動車
（660cc までの
三・四輪車）

廃車・名義変更の手続き
については、事前に右記
へお問い合わせください。

軽自動車検査協会　茨城事務所
茨城町若宮 887－59
☎ 029－293－9989

二輪の軽自動車
（125ccを超え250cc
以下）
二輪の小型自動車
（250ccを超えるもの）

廃車・名義変更の手続き
については、事前に右記
へお問い合わせください。

関東運輸局　茨城運輸支局
水戸市住吉町 353
☎ 050－5540－2017
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す
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あ
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。

　

な
お
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き
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台
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す
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動
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り
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せ
ん
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意
く
だ
さ
い
。
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18
歳
以
上
の
身
体
障
害
者
の
方
の
場
合
は
、
本
人
所
有
の

軽
自
動
車
に
限
り
ま
す
。
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付
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間
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動
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７
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要
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す
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ま
た
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付
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ぎ
た
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は
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が
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け
ら
れ
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せ
ん
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で
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意
く
だ
さ
い
。
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減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
方
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、
次
の
書

類
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添
え
て
税
務
課
（
１
階
６
番
窓
口
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請
し
て
く
だ
い
。
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軽
自
動
車
税
減
免
申
請
書
（
税
務
課
窓
口

に
あ
り
ま
す
）　　

② 

身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
療
育
手
帳
、
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
平
成
26
年
３

月
31
日
ま
で
に
交
付
さ
れ
た
も
の
）

③
運
転
す
る
方
の
運
転
免
許
証
（
コ
ピ
ー
可
）

④
車
検
証
（
コ
ピ
ー
可
）

⑤
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書

⑥
印
鑑

※ 

障
害
の
程
度
、
ご
使
用
目
的
に
よ
り
添
付

書
類
が
あ
り
ま
す
の
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【問合せ先】税務課　☎２４０－７１１４（直通）　内線１３４

●減免を受けることができる障害の程度

障害の区分 本人が運転する
場合

生計を一にする方又は常時
介護する方が運転する場合

身
体
障
害
者
手
帳

視覚障害 １級～４級
聴覚障害 ２級、３級
平衡機能障害 ３級
音声機能障害（こう頭摘出の場合に限る）３級
上肢障害 １級、２級
下肢障害 １級～６級 １級～３級
体幹機能障害 １級～３級、５級 １級～３級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

上肢機能 １級、２級
移動機能 １級～６級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障害 １級、３級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能
障害 １級～３級

肝臓機能障害 １級～３級
療育手帳 Ａ又はⒶ

精神障害者保健福祉手帳

１級で次のいずれかに該当する方
・自立支援医療受給者証（精神通院）をお持ちの方
・医療福祉費受給者証をお持ちの方
・障害の治療のため通院されている方

心
身
に
障
害
を
お
持
ち
の
方
を
対
象
と
し
た
自

動
車
税
・
自
動
車
取
得
税
の
減
免
制
度
に
つ
い
て

　

減
免
申
請
は
、
県
税
事
務
所
に
お
い
て

年
間
を
通
し
て
受
付
し
て
い
ま
す
が
、
次

の
日
程
で
茨
城
町
役
場
内
に
受
付
窓
口
が

設
置
さ
れ
ま
す
。

▼
日
時　

平
成
26
年
２
月
25
日
（
火
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

▼
場
所　

茨
城
町
役
場
１
階
相
談
室

▼
必
要
書
類　

減
免
の
要
件
に
よ
り
必
要
な

書
類
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
水
戸
県

税
事
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】
水
戸
県
税
事
務
所　

収
税
第
二
課

☎
０
２
９
（
２
２
１
）
６
７
６
８
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